
県
道

道
路
の
種
類

第

二

千

六

百

八

号

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

関
本

巣
線

路
線
名

本
巣
市
外
山
字
金
坂
六
四
九

番
二
地
先
か
ら

同

市
金
原
字
金
坂
一
五
八

番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

(

金
曜
日)

���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

七
八
九
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

七
九
〇

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

七
九
一

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

(

高
齢
福
祉
課)

七
九
一

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

(

同

)

七
九
二

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
指
定

(
同

)

七
九
三

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
廃
止

(
同

)

七
九
三

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

(

同

)

七
九
三

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

(

同

)

七
九
四

○
介
護
保
険
法
に
お
け
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
許
可

(

同

)

七
九
五

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)
七
九
五

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)
七
九
五

告

示

岐
阜
県
告
示
第
六
百
九
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
七
百
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日



県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

可

児

金

山
線

路
線
名

美
濃
加
茂

和

良
線

路
線
名

加
茂
郡
七
宗
町
神
渕
字
捻
藤

三
一
二
〇
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

三
一
三
五
番
地
先
ま
で

区

間

郡
上
市
八
幡
町
野
々
倉
字
岩

鼻
一
〇
九
二
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

一
〇
九
〇
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜�･� �･�〜�･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

県
道

道
路
の
種
類

土
岐
南

多
治
見

イ
ン
タ
ー
線

多
治
見

恵

那
線

路
線
名

土
岐
市
下
石
町
字
西
山
三
〇

四
番
二
〇
八
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
同

三
〇

四
番
九
二
四
地
先
ま
で

土
岐
市
下
石
町
字
西
山
三
〇

四
番
九
二
四
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
同

三
〇

四
番
九
七
一
地
先
ま
で

土
岐
市
下
石
町
字
西
山
三
〇

四
番
一
八
八
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
同

三
〇

四
番
八
五
三
地
先
ま
で

区

間

後 前 後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� ��･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ��･� ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

起
点
変

更 備

考

維
持
課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
七
百
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
七
百
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
七
百
三
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
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県
道

道
路
の
種
類

関
本

巣
線

路
線
名

本
巣
市
金
原
字
金
坂
一
五
八
番
一

地
先
か
ら

同

市
同

字
観
音
堂
二
三
一
番

二
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･��･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

事
業
所
の
名
称

事

業

所

の

所

在

地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指

定

年
月
日

維
持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー『

童
思
館』

三

代

表

者

の

氏

名

直
野

武
志

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
可
児
市
川
合
東
野
二
七
九
一
番
地
一
〇
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
に
お
け
る
す
べ
て
の
子
ど
も
達
、
特
に
障

が
い
の
あ
る
子
ど
も
達
と
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
養
育
や
療
育
、

教
育
な
ど
の
広
範
囲
に
渡
り
、
子
育
て
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行

い
、
子
ど
も
達
の
健
全
育
成
と
地
域
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
さ
ら

に
は
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
達
が
す
べ
て
の
子
ど
も
達
や
市
民
と

共
生
す
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
、
地
域
社
会
全
体
の
利
益
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
七
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
フ
ラ
ッ
プ
ハ
ウ
ス

三

代

表

者

の

氏

名

今
井

哲
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
下
呂
市
御
厩
野
一
九
八
九
番
地
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
に
対
し
て
、
職
業
訓
練
に
関
す
る
事
業

を
行
い
、
障
害
者
雇
用
拡
大
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
四
十

一
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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株
式
会
社

ウ

イ
ッ
ク
ス

特
定
非
営
利
活

動
法
人

は
な

た
ま

社
会
福
祉
法
人

三
輪
会

医
療
法
人
社
団

有
本
整
形
外

科株
式
会
社
サ
ー

ラ株
式
会
社

ウ

イ
ッ
ク
ス

株
式
会
社

悠

株
式
会
社
ケ
ア

ワ
ー
ク
・
ジ
ャ

パ
ン

株
式
会
社
サ
ン

ハ
ウ
ス

合
同
会
社
カ
イ

ト株
式
会
社
ハ
ピ

ネ
ス
タ
イ
ル

ニ
ホ
ン
美
術
印

心
音
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
瑞
浪

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
は
な
た
ま

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
や
ま
が
た

有
本
整
形
外
科

リ
ハ
ビ
リ
・

ケ
ア
セ
ン
タ
ー

ま
り
あ
ん
ヴ
ィ

ラ
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

心
音
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
瑞
浪

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

つ
く
し
ん
ぼ
ひ

ださ
く
ら
ガ
ー
デ

ン
１

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

縁
楽

揖
斐
川

ケ
ア
ト
レ
倶
楽

部
と
も
き

株
式
会
社
ハ
ピ

ネ
ス
タ
イ
ル

サ
ル
ビ
ア

ケ

瑞
浪
市
樽
上
町
一
丁
目
四
五
番

四美
濃
加
茂
市
牧
野
字
鳥
屋
野
三

一
一
四

山
県
市
高
木
一
三
六
〇
―
二

加
茂
郡
川
辺
町
石
神
字
下
迫
間

二
五
七
―
一

瑞
穂
市
牛
牧
字
細
道
一
一
〇
七

番
一

瑞
浪
市
樽
上
町
一
丁
目
四
五
番

四土
岐
市
肥
田
町
肥
田
一
六
五
四

高
山
市
一
之
宮
町
五
五
六
五
番

地揖
斐
郡
揖
斐
川
町
北
方
字
親
戸

屋
敷
一
四
七
五
番
地
一

中
津
川
市
手
賀
野
四
二
三
番
地

の
一

揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
三
〇
〇
九

―
一

大
垣
市
西
外
側
町
二
丁
目
一
五

短
期
入
所

生
活
介
護

短
期
入
所

生
活
介
護

短
期
入
所

生
活
介
護

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

通
所
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

福
祉
用
具

貸
与

福
祉
用
具

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

三

平
成

二
六
・
一
一
・
二
九

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

刷
株
式
会
社

株
式
会
社
サ
ー

ラ株
式
会
社

ウ

イ
ッ
ク
ス

ヤ
マ
ノ
ウ
チ
物

産
株
式
会
社

合
同
会
社
あ
さ

ひ医
療
法
人
以
仁

会社
会
福
祉
法
人

和
光
会

株
式
会
社
サ
ー

ラ株
式
会
社

ウ

イ
ッ
ク
ス

株
式
会
社
ハ
ピ

ネ
ス
タ
イ
ル

ニ
ホ
ン
美
術
印

刷
株
式
会
社

アま
り
あ
ん
ヴ
ィ

ラ
訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

心
音
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
瑞
浪

え
が
お

あ
さ
ひ
ケ
ア
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
関

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

蘭
花

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
北
方

ま
り
あ
ん
ヴ
ィ

ラ
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

心
音
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
瑞
浪

株
式
会
社
ハ
ピ

ネ
ス
タ
イ
ル

サ
ル
ビ
ア

ケ

ア

瑞
穂
市
牛
牧
字
細
道
一
一
〇
七

番
一

瑞
浪
市
樽
上
町
一
丁
目
四
五
番

四不
破
郡
垂
井
町
表
佐
七
〇
九
番

一関
市
西
本
郷
通
三
丁
目
八
―
二

〇
コ
ー
ポ
田
園
二
〇
二
号
室

高
山
市
国
府
町
三
川
一
一
四
五

番
地
二

本
巣
郡
北
方
町
柱
本
三
丁
目
九

〇
番
地
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ー
ト
北

方
二
階

瑞
穂
市
牛
牧
字
細
道
一
一
〇
七

番
一

瑞
浪
市
樽
上
町
一
丁
目
四
五
―

四揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
三
〇
〇
九

―
一

大
垣
市
西
外
側
町
二
丁
目
一
五

貸
与

訪
問
介
護

訪
問
介
護

訪
問
介
護

訪
問
介
護

訪
問
介
護

訪
問
看
護

訪
問
看
護

訪
問
看
護

特
定
福
祉

用
具
販
売

特
定
福
祉

用
具
販
売

二
六
・
一
一
・
二
五

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・
一
〇

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・
二
五

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
居
宅

第２６０８号 岐 阜 県 公 報 平成26年12月19日 ( 792 )



株
式
会
社
オ
ー

ズ特
定
非
営
利
活

動
法
人
ご
き
げ

ん
さ
ん

社
会
福
祉
法
人

浩
仁
会

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ご
き
げ

ん
さ
ん

愛
岐
商
事
株
式

会
社

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

大
森
訪
問
介
護

サ
ー
ビ
ス

テ
イ
ク
ケ
ア
ご

き
げ
ん
さ
ん

療
養
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

桜
坂

デ
イ
ハ
ウ
ス
ご

き
げ
ん
さ
ん

ケ
ア
セ
ン
タ
ー

｢

夢
眠｣

お
お

が
き

事
業
所
の
名
称

大
垣
市
世
安
町
二
丁
目
一
一
五

―
一

可
児
市
長
坂
八
丁
目
一
九
八
番

地揖
斐
郡
大
野
町
野
四
七
九
番
地

一可
児
市
長
坂
八
丁
目
一
九
八
番

地大
垣
市
三
津
屋
町
一
丁
目
六
四

事

業

所

の

所

在

地

訪
問
介
護

訪
問
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

短
期
入
所

生
活
介
護

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

平
成

二
六
・
一
一
・
三
〇

平
成

二
六
・
一
一
・
三
〇

平
成

二
六
・
一
一
・

七

平
成

二
六
・
一
一
・
三
〇

平
成

二
六
・
一
一
・
三
〇

廃

止

年
月
日

特
定
医
療
法
人

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ご
き
げ

ん
さ
ん

事
業
者
の
名
称

株
式
会
社

ウ

イ
ッ
ク
ス

社
会
福
祉
法
人

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

事
業
者
の
名
称

鵜
沼
中
央
ク
リ

ニ
ッ
ク
介
護
保

険
相
談
セ
ン
タ

ー西
可
児
ご
き
げ

ん
さ
ん

居
宅

介
護
支
援
事
業

所 事
業
所
の
名
称

心
音
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
瑞
浪

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

在
宅
相
談
セ
ン

タ
ー

事
業
所
の
名
称

各
務
原
市
鵜
沼
羽
場
町
三
丁
目

三
三
番
地
一

可
児
市
長
坂
八
丁
目
一
九
八
番

地 事

業

所

の

所

在

地

瑞
浪
市
樽
上
町
一
丁
目
四
五
番

四各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原
町
六
丁

目
五
〇
番
地

事

業

所

の

所

在

地

居
宅
介
護

支
援

居
宅
介
護

支
援

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護

支
援

居
宅
介
護

支
援

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

平
成

二
六
・
一
一
・

三

平
成

二
六
・
一
一
・
三
〇

廃

止

年
月
日

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

四

指

定

年
月
日

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十

八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
四

十
六
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
廃
止

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十

五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
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株
式
会
社

ウ

イ
ッ
ク
ス

特
定
非
営
利
活

動
法
人

は
な

た
ま

社
会
福
祉
法
人

三
輪
会

医
療
法
人
社
団

有
本
整
形
外

科株
式
会
社

ウ

イ
ッ
ク
ス

株
式
会
社

悠

株
式
会
社
サ
ン

ハ
ウ
ス

合
同
会
社
カ
イ

ト 事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

心
音
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
瑞
浪

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
は
な
た
ま

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
や
ま
が
た

有
本
整
形
外
科

リ
ハ
ビ
リ
・

ケ
ア
セ
ン
タ
ー

心
音
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
瑞
浪

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

つ
く
し
ん
ぼ
ひ

だデ
イ
サ
ー
ビ
ス

縁
楽

揖
斐
川

ケ
ア
ト
レ
倶
楽

部
と
も
き

事
業
所
の
名
称

瑞
浪
市
樽
上
町
一
丁
目
四
五
番

四美
濃
加
茂
市
牧
野
字
鳥
屋
野
三

一
一
四

山
県
市
高
木
一
三
六
〇
―
二

加
茂
郡
川
辺
町
石
神
字
下
迫
間

二
五
七
―
一

瑞
浪
市
樽
上
町
一
丁
目
四
五
番

四土
岐
市
肥
田
町
肥
田
一
六
五
四

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
北
方
字
親
戸

屋
敷
一
四
七
五
番
地
一

中
津
川
市
手
賀
野
四
二
三
番
地

の
一

事

業

所

の

所

在

地

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

三

平
成

二
六
・
一
一
・
二
九

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

一

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ハ
ピ

ネ
ス
タ
イ
ル

ニ
ホ
ン
美
術
印

刷
株
式
会
社

ヤ
マ
ノ
ウ
チ
物

産
株
式
会
社

合
同
会
社
あ
さ

ひ医
療
法
人
以
仁

会社
会
福
祉
法
人

和
光
会

株
式
会
社
ハ
ピ

ネ
ス
タ
イ
ル

ニ
ホ
ン
美
術
印

刷
株
式
会
社

株
式
会
社
ハ
ピ

ネ
ス
タ
イ
ル

サ
ル
ビ
ア

ケ

アえ
が
お

あ
さ
ひ
ケ
ア
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
関

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

蘭
花

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
北
方

株
式
会
社
ハ
ピ

ネ
ス
タ
イ
ル

サ
ル
ビ
ア

ケ

ア

揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
三
〇
〇
九
―

一大
垣
市
西
外
側
町
二
丁
目
一
五

不
破
郡
垂
井
町
表
佐
七
〇
九
番

一関
市
西
本
郷
通
三
丁
目
八
―
二

〇
コ
ー
ポ
田
園
二
〇
二
号
室

高
山
市
国
府
町
三
川
一
一
四
五

番
地
二

本
巣
郡
北
方
町
柱
本
三
丁
目
九

〇
番
地
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ー
ト
北

方
二
階

揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
三
〇
〇
九

―
一

大
垣
市
西
外
側
町
二
丁
目
一
五

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

介
護
予
防

訪
問
介
護

介
護
予
防

訪
問
介
護

介
護
予
防

訪
問
介
護

介
護
予
防

訪
問
看
護

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・
二
五

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・
一
〇

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・

一

平
成

二
六
・
一
一
・
二
五

第
五
十
三
条
第
一
項
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第２６０８号 岐 阜 県 公 報 平成26年12月19日 ( 794 )



特
定
医
療
法
人

フ
ェ
ニ
ッ
ク

ス特
定
医
療
法
人

フ
ェ
ニ
ッ
ク

開
設
者
の
名
称

又

は

氏

名

株
式
会
社
オ
ー

ズ特
定
非
営
利
活

動
法
人
ご
き
げ

ん
さ
ん

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ご
き
げ

ん
さ
ん

愛
岐
商
事
株
式

会
社

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

介
護
老
人
保
健

施
設
リ
ハ
ト
ピ

ア
・
フ
ェ
ニ
ッ

ク
ス

介
護
老
人
保
健

施
設
ハ
ー
ト
ピ

施
設
の
名
称

大
森
訪
問
介
護

サ
ー
ビ
ス

テ
イ
ク
ケ
ア
ご

き
げ
ん
さ
ん

デ
イ
ハ
ウ
ス
ご

き
げ
ん
さ
ん

ケ
ア
セ
ン
タ
ー

｢

夢
眠｣

お
お

が
き

事
業
所
の
名
称

各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原
町
六
丁

目
五
〇
番
地

各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原
町
六
丁

目
五
〇
番
地

施

設

の

所

在

地

大
垣
市
世
安
町
二
丁
目
一
一
五
―

一可
児
市
長
坂
八
丁
目
一
九
八
番

地可
児
市
長
坂
八
丁
目
一
九
八
番

地大
垣
市
三
津
屋
町
一
丁
目
六
四

事

業

所

の

所

在

地

介
護
老
人

保
健
施
設

介
護
老
人

保
健
施
設

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

介
護
予
防

訪
問
介
護

介
護
予
防

訪
問
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

平
成

二
六
・
一
一
・

四

平
成

二
六
・
一
一
・

四

許

可

年
月
日

平
成

二
六
・
一
一
・
三
〇

平
成

二
六
・
一
一
・
三
〇

平
成

二
六
・
一
一
・
三
〇

平
成

二
六
・
一
一
・
三
〇

廃

止

年
月
日

お

お

の

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

ス

ア
・
フ
ェ
ニ
ッ

ク
ス

大

野

町

役

場

揖

斐

川

町

役

場

神

戸

町

役

場

縦

覧

場

所

平
成
二
六
・
一
二
・
一
九

平
成
二
七
・

一
・
二
七

縦

覧

期

間

○
介
護
保
険
法
に
お
け
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
許
可

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第

八
条
第
二
十
五
項
に
定
め
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
を
許
可
し
た
の
で
、
同
法
第
百
四
条
の
二
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
羽
島
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

羽
島
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(
航
空
写
真
撮
影
、
写
真
地
図
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
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同

二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
ま
で

四

作
業
地
域

羽
島
市

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
可
児
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

可
児
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
六
年
十
二
月
八
日
か
ら

同

年
同

月
二
十
六
日
ま
で

四

作
業
地
域

可
児
市
光
陽
台
地
区

第２６０８号 岐 阜 県 公 報 平成26年12月19日 ( 796 )

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


